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徳島県立城南高等学校食堂運営事業者募集要項 

 

 徳島県立城南高等学校において、生徒・教職員の福利厚生のための食堂運営事業者を募集し

ます。今回の募集は、食堂運営事業者に対し、学校施設の一部分を食堂運営のための使用許可

をすることにより、食堂営業を実施するものです。この募集に参加される方は、本要項をよく

読み、次の各事項を御承知の上、お申し込みください。 

 

１ 公募物件の概要 

  所在地：徳島市城南町２丁目２番８８号 

  名 称：徳島県立城南高等学校 

  場 所：食 堂＝校舎理科棟１階（６６．０４０５㎡）厨房部分 

※別添資料１詳細図参照 

 

２ 公募条件等 

（１）資格要件 

   応募者は、次の事項に定める要件を全て満たす法人、個人、複数の法人又は個人により

構成されるグループ（以下「参加グループ」）に限り応募できるものとします。 

   応募については、１事業者につき１申請のみとし、共同提案への参加については、単独

で応募した法人または個人は参加グループの構成員となることはできません。また、当該

グループの構成員は、他の参加グループの構成員を兼ねることや、単独で応募することは

できません。 

  ① 継続して（食堂等の飲食業・小売業）の運営実績を有すること。 

  ② 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

③ 徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止等の措置を受けて  

    いない者であること。 

  ④ 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づく更生手続開始、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）

に基づく破産の申立てをし、又は申立てがなされている者及びこれらの手続中である者

でないこと。 

  ⑤ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７    

７号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員(同   

 条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）に該当すると認められる者又は暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者と認められる者でないこと。 

  ⑥ 国税及び地方税を滞納していない者であること。 
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  ⑦ 営業に関し法律上必要とされる資格、免許を有する者を従事させることができる者で

あること。 

  ⑧ 本事業を円滑に遂行できる安定かつ健全な財務能力を有していること。 

 

（２）食堂運営方法について 

   食堂運営は、原則、厨房での調理による食事提供を実施すること。ただし、やむを得ず

厨房調理・食事提供ができない場合は、弁当配送による食事提供も可能とする。  

 

（３）使用料等 

  ① 使用許可の期間 

    使用許可の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとします。 

    （再度申請により更新可。） 

  ② 使用料 

    無償とします。 

    ・徳島県教育財産管理規則 第１６条 

    ・徳島県行政財産使用料条例 第６条 

    ・行政財産使用料減免基準 ３（２） 

  ③ 光熱水費 

    使用許可を受けて使用する部分の電気料、水道料の光熱水費については、事業者が実

費を負担するものとし、学校が発行する納入通知書により、その指定する期限までに全

額納入してください。 

ガスは、事業者が直接ガス供給業者と契約を結びガス料金を支払ってください。 

  

（４）使用上の制限 

   使用許可期間中は許可の条件を遵守し、当該物件を他の者に転貸し又は担保に供するこ

とはできません。 

 

（５）管理運営等 

  ① 運営については、「徳島県立城南高等学校における食堂の設置に係る教育財産使用許

可に伴う物件の管理運営に関する細則」によることとします。 

  ② 本校から貸与できる物品は、別紙「貸与物品一覧表」のとおりとし、貸付料は無償で

す。 

 

（６）使用許可の取消し 

   許可条件に違反する行為があると認めるときは、使用許可を取り消すことがあります。 

 

（７）原状回復 

   事業者は、使用期間が終了又は（６）により許可が取り消された場合は、速やかに原状
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回復してください。 

   なお、原状回復に際し、事業者は一切の補償を学校に対し請求することができません。 

 

３ 参考 

  ○データ 

 ・生徒数：８０５人、職員数：７０人（令和７年５月１日現在） 

  ※生徒の男女割合 男子４５％、女子５５％程度 

 ・営業日数：１３０日（令和６年度実績 ８月、３月営業実施日無し） 

 ・利用者数：１日あたり約５０人（令和６年度実績） 

 ・食堂座席数 ：席数１４４席（２４×６席） 

  ○長期休業期間(令和７年度の場合) 

      令和７年７月１９日～８月２６日 夏期休業 

   令和７年１２月２５日～令和８年１月７日 冬期休業 

   令和８年３月２５日～令和８年４月７日 春期休業 

 

４ 応募申込方法等 

（１）申込方法 

 【郵送の場合】 

   受付期間：令和７年１２月１０日（水）～令和８年１月１５日（木）必着 

   送付先：〒７７０－８０６４ 

       徳島市城南町２丁目２番８８号 

       徳島県立城南高等学校 

 【持参の場合】 

   受付期間：令和７年１２月１０日（水）～令和８年１月１５日（木） 

        午前８時３０分～午後４時３０分まで 

        ※なお、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。 

   提出先：徳島市城南町２丁目２番８８号 

        徳島県立城南高等学校（担当：小濱） 

 

（２）申込に必要な書類 

   ○企画提案書（様式１～５） １部 

   ○応募者の概要・本人確認に関する書類 各 1部 

【法人の場合】 

登記事項証明書（「履歴事項全部証明書」または「現在事項全部証明書」） 

※発行後 3ヶ月以内のもの。 

【個人事業主】1.又は 2.を提出してください。 

      1.「個人事業の開業・廃業等届出書（開業届）」の写し 

※税務署の受付印があるもの、または e-Tax（電子申告）の「受信通知（メー

ル詳細）」を添付してください。 
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    ※開業届を紛失等の理由により提出できない場合は、「直近 1年分の所得税確

定申告書（第一表）」および「青色申告決算書（または収支内訳書）」の写

し（税務署受付印または e-Tax受信通知のあるもの）を提出してください。 

2.代表者（事業主）の「住民票の写し」 

※発行後 3ヶ月以内のもの。 

※「住民票の写し」はマイナンバー（個人番号）が記載されていないものをご

提出ください。 

 

（３）使用許可物件の見学【要連絡】 

令和７年１２年１０日（水）～令和８年１月１５日（木） 

午前８時３０分～午後４時３０分まで  

（土・日、祝日、１２月２９日～１月３日及び学校が指定する日は除く） 

※衛生管理のため、調理時間帯は厨房に入れません。 

※学校行事等で見学できない場合があるので、事前に城南高校事務室（０８８－６５２

－８１５１）へお電話ください。 

 

５ 事業者の決定 

  提出された応募書類について、選定委員会が審査を行い、本校の要望を最も満たしている

事業者に決定します。 

  審査結果は、審査を受けた応募者全てに対し、書面により通知するとともに、決定した事

業者名を県ホームページで公表します。 

決定した事業者は通知を受理後、４月開始に向けて速やかに学校との協議を行います。 

 

６ 使用許可申請の手続き 

  食堂運営事業者に決定した者は、令和８年２月２５日（水）までに、次の書類を提出して

ください。 

（１）教育財産使用許可申請書 

（２）誓約書 

（３）販売品目価格表 ※様式４で代用可。 

（４）業務従事者名簿 ※指定様式無し 

（５）物品貸与申請書 

 

７ 事業者の決定の取消し 

  次の事項が確認された場合は、設置事業者の決定を取り消します。 

 ① 正当な理由なく指定する期日までに使用許可の手続きに応じなかったとき。 

 ② 本要項に定める応募資格を失ったとき。 

 ③ 決定から事業開始までの間に事業者の諸般の事情変化等により、提出した企画提案書に

沿った事業の運営が確実に履行できないと判断したとき。 
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 ④ 社会的信用を著しく損なう行為等により、事業者としてふさわしくないと判断したと

き。 

 

８ その他留意事項 

（１）提出された書類について、募集期限後の追加及び変更は認めません。 

（２）提出された書類の内容については、事業者選定以外には利用しません。 

（３）提出された書類については一切返却いたしません。 

（４）書類の作成、提出に関する一切の費用は申込者の負担とします。 

（５）書類の内容に関して、確認又は問い合わせを行う場合があります。 

（６）提出された書類は徳島県情報公開条例に基づき公開する場合があります。 

（７）手続きにおいて使用する言語・通貨は、日本語・日本国通貨とします。 

（８）申込者は、事業者に決定された後、本要項等についての不知又は不明を理由として、意

義を申し立てることはできません。 

（９）使用許可の手続き及び履行に関する一切の費用については、事業者の負担となります。 

 

９ 問い合わせ先 

  徳島市城南町２丁目２番８８号 

  徳島県立城南高等学校事務室（担当：小濱（こはま）） 

  電 話：０８８－６５２－８１５１  ﾌｧｸｼﾐﾘ：０８８－６５２－３７８１ 

     Email：jounannkoukou@pref.tokushima.lg.jp 


